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公認競技会
陸上競技は，走る（歩く），跳ぶ，投げるといった人間の本源的

な動作の速さ，高さ，長さを競う競技である。そしてこの走る，跳ぶ，

投げるといった動作を競う場面は，全国の至る所で行われ，その速

さ，高さ，長さといった記録についても至る所で計測されている。

しかし，その記録がすべて陸上競技の公認記録として認められる

わけではない。例えば，学校の校庭で行われる運動会で100mの記

録が計測されたとしても，それが公認記録として認められることは

ない。

陸上競技の公認記録は，陸上競技の公認競技会でマークされた記

録でなければならない。

1　公認競技会の条件

それでは，公認記録を出す前提となる公認競技会とは，どのよう

な競技会であるのか。

本連盟は，2014 年に「公認競技会規程」を制定した。その規程

によれば，公認競技会の条件は，以下の8 つである。

①　主催者（主催団体）が本連盟，または本連盟が公認競技会を

主催する権利を委譲した団体であること。

②　原則として，参加競技者は本連盟登録会員規程に定める登録

会員であること。

③　本連盟競技規則に基づいて行われること。

④　本連盟の公認に関する諸規程に合致した陸上競技場，室内陸

上競技場，長距離競走路及び競歩路で行われること。

⑤　審判員は，補助員を除きすべて公認審判員であること。

⑥　管轄する加盟団体または協力団体の審査を経て，本連盟が定

める方法により競技会開催前に本連盟に申請され，承認を受け

た競技会であること。

⑦　競技結果を本連盟が定める方法及び書式で競技会終了後定め

られた期日内に提出されていること。

そして，2019年には「道路競走競技会」においては，以下の各号

を順守することを条件に，公認競技会を主催する権利を委譲するこ
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とができるとした。

⑧　道路競走競技会開催の条件とは

・医師を含む医務員を複数任命する

・緊急医療体制（AEDの配置を含む）を整備する

・ 競技者，競技役員に対して傷害事故，疾病事故等の保険に

加入することである。

以下，これら①～⑧のうち，必要なものについて解説を加える。

2　公認競技会の主催者

⑴　公認競技会を主催する権利

日本陸上競技連盟は定款第5条第1項において，「WAに日本の陸

上競技界を代表する唯一の団体として加盟する」と規定されている。

そしてそのWA競技会規則 CR1.7において，「加盟団体は自国の競

技会を認可することができる」としていることから，日本陸上競技

連盟が日本で開催される陸上競技会を認可することが読み取れる。

さらに定款第4条第7号に目的を達成するための事業として，「陸 

上競技の国際競技大会，日本選手権大会及びその他の競技会の開催

に関すること」が規定されていることから，本連盟のみが日本にお

ける陸上競技会を開催すること，すなわち陸上競技の公認競技会を

主催することができると解釈される。

ただし，これは条文からの解釈または類推適用であることから， 

今まで一般に理解しづらい側面があった。今回制定された「公認競

技会規程」においては，このような解釈に委ねられていた部分が， 

条文で直接示されることとなっている。公認競技会規程第3条第1 

項において「公認競技会の主催は，国内において本連盟のみがその

権利を有する」と規定された。

⑵　公認競技会を主催する権利の委譲

本連盟のみが陸上競技の公認競技会を主催する権利（以下「主催

権」という）を有している。しかし，国内には，さまざまな地区，年代，

レベルの競技会が数多くあり，それらすべてを本連盟が主催するの

は不可能である。そのため，主催権を他の団体に委譲し，その団体

が主催した競技会に限り，（他の条件を満たしていれば）公認競技会
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として認可をし，国内において広く公認競技会が開催されるような

仕組みとっている。ただ，この主催権をやみくもに委譲するわけに

はいかない。主催権を委譲する団体及びその範囲は，特定する必要

がある。

 「公認競技会規程」において，主催権を委譲されているのは，以 

下の団体である。

①　加盟団体（都道府県陸協）

②　加入団体

③　地域陸上競技協会

④　日本実業団陸上競技連合及びその下部組織

⑤　日本学生陸上競技連合及びその下部組織

⑥　日本マスターズ陸上競技連合及びその下部組織

⑦　本連盟が出資・設立した法人

加盟団体である47都道府県陸協には，都道府県の陸上競技選手

権大会及びその地域内での公認競技会を主催する権利が委譲され

る。

また，加盟団体であるということから，都道府県陸協については，

本連盟の承認のもとで，全国規模の大会を開催することもできる。

加入団体とは，加盟団体である都道府県陸協に登録している団体

であり，郡市区町村陸協や，その他の一般クラブがこれに該当する。

「加入団体」以外の上記①，③～⑦に対しては，本連盟が主催権

を委譲しているのに対し，加入団体に対しては「加盟団体」が主催

権を委譲している。このことは，加入団体の主催する公認競技会は，

原則として，その対象は加入団体が登録している都道府県登録者に

限られていることを意味する。また，このことから加入団体は全国

規模の競技会を開催することはできない。

地域陸上競技協会とは，北海道，東北，関東，東京，北陸，東海，

近畿，中国，四国，九州の10の陸上競技協会をいい，当該地域に

所属する加盟団体をもって構成される（ただし，北海道陸協， 東京

陸協は加盟団体であると同時に地域陸協でもある）。地域陸協は，

地域陸上競技選手権大会及び地域的競技会の公認競技会を主催する

権利を委譲されている。

日本実業団陸上競技連合，日本学生陸上競技連合，日本マスター
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ズ陸上競技連合は，下部組織とともに，それぞれ実業団，大学生， 

マスターズの公認競技会を主催する権利を委譲されている。

これら3つの団体は本連盟の協力団体であるが，協力団体として

はその他に全国高等学校体育連盟（以下「高体連」という），日本中

学校体育連盟（以下「中体連」という）の2つの団体がある。しかし，

この2つの団体に対して，本連盟は公認競技会を主催する権利を委

譲していない。それは，高体連及び中体連は，総合体育団体であり， 

陸上競技のみを目的とする団体ではないからである。そこで，高体

連及び中体連とその下部組織については，本連盟もしくは加盟団体

（都道府県陸協）の主催のもとに公認競技会を開催することができ

るとしている。

公認競技会規程においては，本連盟が出資・設立した法人に対し

ても，公認競技会を主催する権利を委譲することが明確にされた。

現在，それに該当する団体は，「東京マラソン」を主催する「東京マ

ラソン財団」である。

⑶　公認競技会での主催の表記

公認競技会は，本連盟または主催権を委譲された団体が主催しな 

ければ，開催できない。そのため，競技会要項やプログラム等の「主

催」には，必ず本連盟もしくは主催権を委譲された団体が列挙され

ていなければならない。

＜全国規模の競技会の例＞

日本陸上競技選手権　　　　　主催：日本陸上競技連盟

全日本実業団対抗陸上競技選手権

　　主催：日本実業団陸上競技連合

日本学生陸上競技対校選手権　主催：日本学生陸上競技連合

全国高等学校陸上競技選手権

　　主催：日本陸上競技連盟，全国高等学校体育連盟

全日本中学校陸上競技選手権

　　主催：日本陸上競技連盟，日本中学校体育連盟

⑷　公認競技会とはならない主催の表記

主催者の表記に関してしばしば問題となるのは，「共催」の扱いと， 

主催権を委譲された団体が加盟団体となっている体育協会や，構成

団体となっている実行委員会等が主催のケースである。
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「共催」に関しては，共に開催しているという意味で，主催者の

一翼を担っているのではという解釈はあるけれども，本連盟として

は，主催者あっての共催者という見解をとっているので，主催権を

委譲された団体が「主催」ではなく，「共催」に列挙されていた場合は， 

公認競技会にはならない。

次に，主催権を委譲された団体の上部団体が主催者となっている

場合である。各自治体単位の陸上競技協会の多くは，その自治体単

位の体育協会の加盟団体となっている場合が多い。また，近年のマ

ラソンブームで，道路競走の競技会が数多く開催されている。その

場合は多方面の協力が必要なため，実行委員会等の組織が起ち上げ

られることが多く，各自治体単位の陸上競技協会は，その実行委員

会等の構成団体となっている場合が多い。このようなとき，体育協

会や実行委員会のみが主催になっていただけでは，公認競技会には

ならない。体育協会や実行委員会等自体に主催権はなく，あくまで

主催権を委譲された団体が，主催に列挙されていなければならない。

ここで，公認競技会にならない場合，なりうる場合を例示する（○ 

は公認競技会と認められる表記，×は公認競技会とは認められない 

表記）。

　　×　　主催：　A市，A市体育協会

　　　　　共催：　A市陸上競技協会

　　○　　主催：　A市，A市体育協会，A市陸上競技協会

　　×　　主催：　B県高体連

　　　　　共催：　B陸上競技協会

　　○　　主催：　B陸上競技協会，B県高体連

　　×　　主催：　C市マラソン実行委員会

　　×→○主催：　C市マラソン実行委員会

　　　　　共催：　C市陸上競技協会

前回の公認競技会規程の改定において3つの条件を遵守すること

を条件に主催権を委譲することが認められることとなった。

　　×→○主催：　 C市マラソン実行委員会（C市，C市教育委

員会，C市体育協会，C市陸上競技協会）
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3　参加競技者

⑴　日本陸上競技連盟登録会員

公認競技会規程第5 条第1項には，参加競技者に関する規程があ

る。そこでは，「公認競技会には，本連盟登録会員規程に定める登 

録会員のみが競技者として参加できる」としている。

ここで登録に関して，簡単に説明しておく。「登録会員規程」第4 

条には登録の種類が規定されている。そこに記載されているのは， 

団体登録，個人登録，中学生登録，高校生登録，大学生登録，在外

者登録である。ただし，小学生登録及びロードレース登録に関して

は，まだ定められてはいない。それでは，登録の種類によって，ど

この登録会員となるか，以下の表にまとめている。

団体登録 個人登録 中学生登録 高校生登録 大学生登録
加入団体 ◎
中学 ◎
高校 ◎
大学 ◎
都道府県陸協 ○ ◎ ○ ○ ○
都道府県中体連 ○
都道府県高体連 ○
地区及び日本学連 ○
日本陸連 ○ ○ ○ ○ ○

この表で○はその団体の登録会員であることを示し，◎は所属団

体の登録会員であることを示す。例えば，東京都の X高校で東京

都高体連を通じて登録すれば，東京都高体連，東京陸協そして本

連盟にその登録情報が送付されることから，所属名は X高校で，X

高校の登録会員であると同時に，東京都高体連（陸上競技専門部），

東京陸協，本連盟の登録会員となる。

上記のいずれについても，都道府県陸協と本連盟には登録情報が

もたらされることから，登録をすることによって都道府県陸協及び 

本連盟の登録会員（登録競技者）となる。これらの登録による競技

者のみが参加していれば，その競技会は公認競技会の要件を満たす

ことになる。逆に言えば，参加資格に登録競技者であることを明示

しておけば，例えば，それが「東京陸協登録競技者」や「東京都高

体連登録競技者」といったような記載であっても，「日本陸上競技連

盟登録競技者」であり，公認競技会の要件は満たされる。
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これ以外に，協力団体に関係する登録で，実業団登録とマスター

ズ登録というものがある。実業団登録をしている競技者については， 

一方で加入団体を通じた団体登録または個人登録をしている。その

ため，実業団登録を参加資格としている実業団連合主催の競技会で

あっても公認競技会の要件は満たされることになる。

2020年度よりマスターズ連盟に登録した全員に本連盟登録を義

務付けたため，本連盟で定めている種目および競技方法で実施され

ているものは公認競技会の要件を満たされることになった。

⑵　参加競技者に関する例外

原則として，公認競技会に参加できるのは本連盟登録会員であり， 

本連盟登録会員のみが参加競技者でなければ公認競技会の要件を満

たすことにはならない。しかし，以下の競技者に関しては，登録会

員ではなくても公認競技会に参加することはでき，公認競技会の要

件は満たされることになる。

①　道路競技会に参加する競技者

ここでいう道路競技会とは，TR55.1の道路競走で規定され 

ている競技会を指し，クロスカントリーとマウンテンレース，

道路で行われる競歩競技，そして駅伝競走については含まない。

公認の道路競技会を主催する団体は，非登録会員であっても参

加をさせることは可能である。ただし，道路競走でマークされ

た非登録会員の記録は公認記録とならないことはいうまでもな

い。

②　小学生競技者

小学生に関しては今のところ本連盟として制度化した登録 

とはなっていない。ただし，いくつかの加盟団体（都道府県陸協）

においては小学生登録を行っているところがある。普及の観点

から非登録会員である小学生の参加を公認競技会に認めること

としている。

③　主催者が認めた外国人競技者

外国人競技者は，一般的には，本連盟登録会員ではない。そ

のため，海外のトップアスリートを招待して競技会を行うよう

な場合，そのような外国人競技者を例外としておかないと，そ

の競技会は公認競技会の要件を満たさなくなってしまう。
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ただし，外国人競技者（日本に継続して6カ月以上居住し， 

本連盟の登録会委員になっている者を除く）に関しては CR1.7

において「外国人競技者の競技参加のすべての交渉は，本連盟

を通じまたは承認を得ておかなければならない」となっており，

本連盟の承認が必要である。その際には第6項「外国人競技者

の出場資格」にあるように，「その者の属する国のWA加盟団

体から競技者資格および参加許可に関する証明書」を本連盟に

提出する必要がある。このような書類を提出し，本連盟の承認

を得てはじめて，「本連盟が公認する競技会にその競技会の規

程に基づき出場することができる」ことになる。

このような手続きがある理由は，日本国内のレースで外国人

競技者がマークした記録を当該国の陸連に確実に伝達するため

である。もし当該国の国内記録または世界大会（オリンピック

や世界選手権）の参加標準記録を突破するような記録がマーク

された場合，その重要性は非常に大きくなる。

当該国の陸連としても競技者資格及び参加許可に関する証明

書を発行することを通じて，その競技者が日本のどの大会に参

加しているかを把握できることになる。他方，本連盟としても

日本国内のどの競技会に外国人競技者しているかを把握でき

る。また，当該国の国内記録等であれば，競技規則に基づく必

要な資料（判定写真や各種の証明書等）の提供や，必要な措置

（ドーピング検査の実施等）の実施が可能となる。

このような手続きを踏まえた上で，「主催者が認めた」外国人

競技者は，登録会員でなくても公認競技会に参加できることと

なる。

4　競技場及びコース

公認競技会規程第7条第1項では「公認競技会は，本連盟の公認

に関する諸規程に合致した陸上競技場，室内陸上競技場，長距離競

走路及び競歩路で行うものとする」とされる。

公認競技会規程で明確にされたのは，クロスカントリー競走，マ

ウンテンレース，駅伝競走に関するコースに関してである。これら

についてもそれぞれ TR56，TR57，駅伝競走規準に合致したコー
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スであれば，公認競技会を開催できると認めた点である（これらの

コースについては，公認競走路としての申請も必要としていない）。

そのため，他の公認競技会の要件を満たしていれば，クロスカン

トリー競走，マウンテンレース，駅伝競走についても公認競技会と

して開催できる。

5　道路競走競技会の開催

近年のマラソン・ジョギングブームを反映して，各地で様々な道

路競走競技会が開催されている。競技場内で行われる競技会と違い，

一度に多くの競技者がスタートすること。コースが本部から遠く離

れ，競技役員の目が十分に届かないこと。等が問題点として挙げら

れている。

競技者の万一の安全を考慮して競技会を開催，運営する必要があ

り，そのためには，

・医師を含む医務員を複数任命し，要所要所に救護所を設けたり， 

医務員自身が移動しながら競技者の健康観察を行い，緊急時に

は即対応できるようにすることが必要である。

・併せて，AEDの配置を含めて緊急医療体制を整備し，医療機

関と連携を取りながら，緊急時に備えることが必要である。加

盟団体によっては，日本赤十字社，消防署の協力を得ながら， 

競技役員を対象に救急救命講習や AEDの使用講習を実施し，

競技役員の緊急時対応の意識や技能の向上に役立てられている

ところもある。

・競技者や競技役員に傷病事故や疾病事故が発生した場合に備  

え，各種保険に加入しておくことも必要である。
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6　公認競技会の要項

⑴　要項のひな型

公認競技会を開催するにあたって，主催者は競技会の要項を作成

し，参加競技者を募集する。それと同時に，要項には，その内容に 

基づいて競技会が運営されるという側面もある。そのため，要項の 

記載事項は，競技会にとって非常に重要な意味をもつ。

ここで，本連盟主催競技会の要項について，そのひな型を示す。

競技会の規模や内容によっては，特に記載する必要のない事項もあ

る。しかし，どのような事項を考慮する必要があるのか，参考にし

ていただきたい。

《公認競技会の要項のひな型（日本陸連主催競技会）》

  1.主　催

  2.共　催

  3.後　援

  4.主　管

  5.特別協賛

  6.協　賛

  7.特別協力

  8.期　日

  9.場　所（※ロードはコース）

10.種　目

11.参加資格

　 （※ロードは制限時間等）

12.競技規則

13.参加料

14.申込方法

15.欠場について

※　共催，特別協賛，協賛，特別協力等がない場合は，項番を繰り上げる。

16.表　彰

17.個人情報取り扱いについて

18.その他

　⑴正式な競技日程…

　⑵競技中に発生した傷害…

　⑶ドーピングコントロール

　⑷ TUE申請

　⑸未成年競技者

　　 親権者からのドーピング検査 

に対する同意書の取得

　⑹…持ち込める物品の商標…

　⑺大会の映像…

　⑻宿舎等

　⑼ 棒高跳用ポールの送付先 

について

19.問合せ先
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《共通的な項目の記載例（日本陸連主催競技会）》

【ロードのコース】

○○コース このコースは○ km，・・・○ kmの記録が公認さ

れる。ただし，完走／完歩した競技者が対象。

【参加資格】

20xx年度日本陸上競技連盟登録者で，・・・日本国籍を有する

競技者（日本で生まれ育った外国籍競技者を含む）

【競技規則】

20xx年度日本陸上競技連盟競技規則による。

【欠場について】

大会参加が認められた後に欠場する者は，本大会規程の欠場届

（日本陸連ホームページ大会情報本大会要項）に必要事項を記

入し大会前日までに本大会事務局へ FAX（xx-xxxx-xxxx）する

こと。大会開催中は招集所に提出のこと。届けなく欠場した者

は，本連盟及び加盟団体の主催・主管する競技会に出場を認め

ない処置を講ずることがある。

【個人情報取り扱いについて】

⑴　主催者及び共催者は，個人情報の保護に関する法律及び関

連法令等を順守し個人情報を取り扱う。なお，取得した個人 

情報は，大会の資格審査，プログラム編成及び作成，記録発表，

公式ホームページその他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等

のみに利用する。

⑵　本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行う

ことがある。

〈※ テレビ放映／インターネット配信を行う場合に入れる。〉

⑶　大会の映像，写真，記事，個人記録等は，主催者，共催者

及び主催者，共催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の

目的で，大会プログラム，ポスター等の宣伝材料，テレビ， ラ

ジオ，新聞，雑誌，インターネット等の媒体に掲載することが

ある。

【正式な競技日程】

正式な競技日程及び競技注意事項等は，申込締切後に資格審査
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を行い，xx 月 xx 日（x）以降，日本陸連ウェブサイトに掲載する。

https://www.jaaf.or.jp/

【競技中に発生した傷害・・・】

競技中に発生した傷害・疾病についての応急措置は主催者側に 

て行うが，以後の責任は負わない。

【ドーピングコントロール】

WAアンチ・ドーピング規程もしくは日本ドーピング防止規程 

に基づいて行われる。なお，本大会のドーピング検査では，尿 

又は血液（或いは両方）の採取が行われる。該当者は指示に従っ

て検査を受けること。競技会時，ドーピング検査の対象となっ

た場合，顔写真のついた学生証，社員証，運転免許証，顔写真 

が鮮明なパスポートコピーなどを持参すること。

【TUE申請】

禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療

目的で使わざるを得ない競技者は ”治療目的使用に係る除外措

置 (TUE)”の申請を行わなければならない。詳細については，

日本陸上競技連盟医事委員会のウェブサイト（http://www.jaaf.

or.jp/medical/index.html），または日本アンチ・ドーピング機

構ウェブサイト（http://www.playtruejapan.org/）を確認するこ

と。

【・・・持ち込める物品の商標の大きさ・・・】

競技者の衣類及び競技者が競技場内（練習場を含む）に持ち込

める物品の商標の大きさは，競技会における広告及び展示物に

関する規程（国内）による。←※国際大会は（国内）を外す。

【大会の映像・・・】

大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用

すること（インターネット上において画像や動画を配信するこ

とを含む）を禁止する。
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⑵　公認競技会を開催するにあたっての要項のチェックポイント

公認競技会規程第9条には，「公認競技会を開催するには，管轄

する加盟団体または協力団体の審査を経て，本連盟が定める方法に

より競技会開催前に本連盟に申請し承認を受けなければならない」 

と規定されている。

各都道府県陸協の加入団体，または協力団体の傘下の団体が公認

競技会の開催を申請した場合，各都道府県陸協及び協力団体は，そ

の競技会が公認競技会として認められるかどうかの審査を行う。競

技会の要項は，その際の最も重要な審査資料となっている。要項

上，公認競技会として認められるための重要な点は以下のとおりで

ある。

①　「主催」に「日本陸上競技連盟」もしくは主催権を委譲された

団体が列挙されているか。

②　参加資格に「日本陸上競技連盟登録者」であることが明記さ

れているか。

③　競技規則が「日本陸上競技連盟競技規則」に則っているか。

④　会場もしくはコースが，駅伝等を除き，公認陸上競技場，公

認室内陸上競技場，公認長距離競走路及び競歩路となっている

か。

なお，②については，「3．参加競技者⑴」で示したとおり，各都

道府県陸協登録者，各都道府県高体連・中体連登録者，日本学連（ま

たは地区学連）登録者といったことの明記でもかまわない。
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公認記録
公認記録とは「本連盟が認めた記録をいう」と定義されている。

ここでは，公認記録となるための条件，公認競技会と公認記録と

の関係について解説する。

1　公認記録の条件

「公認記録規程」で定められた公認記録の条件は以下の4つである。

①　公認競技会で樹立された記録であること。ただし，クロスカ

ントリー競走，マウンテンレース及び駅伝競走を除く。

②　競技者が本連盟登録会員であること。

③　競技場で行われる種目は，事前に検定を受けている距離及び

器具で実施されていること。

④　競技会終了後定められた期日内に指定された方法で，本連盟

に結果が申請されること。

※ 風に関する規程に抵触している記録は資格記録や最高記録とし

て認められない場合がある。しかし，追風参考記録であっても

WAのワールドランキングポイント制度では，記録が点数化さ 

れランキングに反映される。

2　公認競技会でも公認記録とならない場合

公認記録は，公認競技会でマークされた記録であるが，公認競技

会でマークされた記録が，すべて公認記録となるわけではない。それ

を上記の公認記録の条件をもとに見ていくこととする。

⑴　公認競技会の種類に関して

公認記録の条件①の部分で，クロスカントリー競走，マウンテンレー

ス，駅伝競走に関しては，それらが公認競技会であっても，そこでマー

クされた記録は公認記録とはならない。その主たる理由は， それらの

競技会が行われているコースが公認競走路ではないためである。公

認の駅伝競技会の10㎞区間での記録は，その競技会での記録（大会

記録等）としては認められるが，10㎞の公認記録とはならない。

⑵　公認競技会の参加者に関して

公認競技会においても，本連盟登録会員以外の競技者が参加でき 
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る場合がある。これに関しては前述の「公認競技会 3．（2）参加競技

者の例外」に記載されている。

そこに記載のあるもののうち，道路競走の公認競技会に参加した非

登録競技者と，登録者であっても，非登録者の部に参加した競技者

の記録は，公認記録とは認められない。

⑶　公認陸上競技場に関して

公認陸上競技場で開催される公認競技会においても，公認記録が

認められない場合がある。

まず1つは，事前に検定を受けていない距離で実施された記録であ

る。例えば，50m，60m，80mといった距離に関しては，陸上競技場

の検定の際にスタート地点が計測されておらず，マークやポイントが

うたれていない。このような距離で競技を行う場合，技術総務，公式

計測員等が巻き尺で計測をしてスタート地点を定めてはいるが，検定

された距離でない以上，そこでマークされた記録を公認記録とするこ

とには問題がある。

もう1つは，事前に検定を受けていないレーンで実施された記録で

ある。この主なものは，100mで向かい風が吹いている時に，逆走を

したり，バックストレートで競技を実施する場合である。ホームスト

レートの逆走やバックストレートの100mが事前に検定を受けている

場合には問題はないが，もしこのような検定を受けていない陸上競技

場で，そのような方法で競技を行った場合には，そこでマークされた

記録は公認記録とは認められない。

⑷　競技規則に関して

公認競技会は本連盟競技規則に則って開催されなければならない。

そのため，競技記規則に記載されていない規格の器具を用いて実施

された種目の記録については公認記録と認定されない。

ジャベリックボール投やジャベリックスロー等，競技規則に規定さ

れていない投てき物を用いての競技，小学生用のハードルといった， 

競技規則とは異なる規格で実施される競技の記録がこれにあたる。

3　公認記録が認められる種目・距離について

公認競技会においてマークされた記録については，前述の例外を

除き，公認記録として認められる。それでは，どんな種目または距 
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離でも公認記録として認められるのだろうか。

競技規則によれば，ハードル競走，障害物競走，リレー競走，道

路競走については，それぞれ標準の距離が定められている（TR22.1， 

TR23.1，TR24.1，TR55）。また混成競技については TR39.1～

TR39.5，及び TR39〔国内〕で，構成される種目が明記されている。

そしてフィールド種目については，走高跳，棒高跳，走幅跳，三段跳，

砲丸投，円盤投，ハンマー投，やり投のみが明記されている。その

ため，これらの競技に関しては，その種目以外については公認記録

とは原則として認められない。

問題になるのはトラック競技の距離と，競歩競技についてである。

競歩競技のうち道路競歩については，公認競歩路で実施されるため， 

それぞれの公認競歩路で公認される距離が決まっていることから， 

これ以外の距離では記録は公認されない。

しかし，トラック競技の競走競技と競歩競技については，競技規

則の上で種目に関する規程は特にはない。そのため，公認陸上競技

場においてスタート地点にマーカーやポイントがある競技について

は，記録としては公認される。例えば，4000m競走の競技を実施

したとしても記録は公認される。

ただ，記録は公認されたとしても，その距離が一般的に実施され， 

認知されているのかという問題がある。実際，中学・高校の特有の

種目を除いては，多くの公認競技会で実施されているのは，世界記

録または日本記録が認められる種目についてである。それ以外の種

目について競技を実施し，公認記録として認められたとしても，注

目されることはほとんどないというのが実情である。

4　世界記録，日本記録が認められる種目

それでは，世界記録または日本記録が認められる種目とはどの種

目か。これについては CR32～ CR36に記載がある。それをまと

めたものが下記の表である。

なおエリア記録（アジア記録）が認められる種目は，世界記録が

認められる種目と同じである。
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＜世界記録，日本記録が認められる種目＞
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

世界 日本 U20 世界 U20日本 U18日本 室内世界 室内日本 U20 室内世界 U20･U18 室内日本

種目 男子 
（45 種目）

女子 
（46 種目）

男子 
（56 種目）

女子 
（53 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（27 種目）

男子 
（28 種目）

女子 
（30 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（26 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

ト
ラ
ッ
ク

50ｍ － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － －

60ｍ － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

100ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

200ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

300ｍ － － （写）（写） － － － － － － － － － － － － － －

400ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

800ｍ ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

1000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1500ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1 マイル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

3000ｍ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

5000ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

10000ｍ ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

15000ｍ － － ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

1 時間 ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

50 mH － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － －

60 mH － － － － － － － － － － （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）

110 mH ＊ （写） － （写） － （写） － （写） － （写） － － － － － － － － －

100 mH ＊ － （写） － （写） － （写） － （写） － （写） － － － － － － － －

300 mH － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

400 mH ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

2000 mSC － － － － － － ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

3000 mSC ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

4×100 mR ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － － － － － － －

4×200 mR （写）（写）（写）（写） － － － － － － （写）（写）（写）（写） － － － －

100 ＋ 200 ＋ 300 ＋ 400ｍ － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4×400 mR ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）（写）（写） － － （写）（写）（写）（写） － － － －

4×800 mR ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － ◯ ◯ ◯ ◯ － － － －

ディスタンスメドレーリレー ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － － － －

4×1500 mR ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

男女混合 4×400 mR ＊ （写） （写） － － － － － － － － － － － － － －

3000 mW（トラック） － － － － － － － － － － － ◯ － ◯ － － － －

5000 mW（トラック） － － ◯ ◯ － － － ◯ － ◯ ◯ － ◯ － － － － －

10000 mW（トラック） － ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － －

20000 mW（トラック） ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

30000 mW（トラック） ◯ － ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

35000 mW（トラック） ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － －

50000 mW（トラック） ◯ ◯ ◯ － － － － － － － － － － － － － － －

2 時間 W（トラック） － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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写　：写真判定のみ       
◯　：写真判定あるいは手動計時
●　：写真判定・手動計時・トランスポンダー計時      
     

【注意①】　競歩競技を除く女子道路競走について，WAは，男女混合レースで      
　　　　　樹立された世界記録と女子単独レースで樹立された世界記録に分けて    
　　　　　二つの世界記録を認定する。      

【注　釈】　WAは男女別に時間差を置いてスタートするレースは「女子単独」    
　　　　　に含めている。       
   

【注意②】　競歩競技を除く女子道路競走について，男女混合レースで樹立された    
　　　　　日本記録と女子単独レース（男女別時間差スタートを含む）で樹立された    
　　　　　日本記録に分けて二つの日本記録を認定する。     
   
※7300点を超える場合のみ認定 
＊アジア記録は世界記録と同じもの

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

世界 日本 U20 世界 U20日本 U18日本 室内世界 室内日本 U20 室内世界 U20･U18 室内日本

種目 男子 
（45 種目）

女子 
（46 種目）

男子 
（56 種目）

女子 
（53 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（27 種目）

男子 
（28 種目）

女子 
（30 種目）

男子 
（26 種目）

女子 
（26 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（22 種目）

女子 
（22 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

男子 
（16 種目）

女子 
（16 種目）

混
成
競
技

五種競技 － － － － － － － － － － － （写） － （写） － （写） － （写）

七種競技 ＊ － （写） － （写） － （写） － （写） － （写）（写） － （写） － （写） － （写） －

八種競技 － － － － － － － － （写） － － － － － － － － －

十種競技 ＊ （写）（写）（写）（写）（写）（写）※ （写）（写） － － － － － － － － － －

道
路
競
走

1 マイル ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

5ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

10ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

15ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

10 マイル － － ● － － － － － － － － － － － － － － －

20ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

ハーフマラソン ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

25ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

30ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

マラソン ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

50 km ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

100ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －
ロードリレー 

（マラソンの距離のみ） ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

競
歩
（
道
路
）

5ｋｍ － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

10ｋｍ － － ● ● ● ● ● ● － － － － － － － － － －

15ｋｍ － － ● ● － － － － － － － － － － － － － －

20ｋｍ ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

30ｋｍ － － ● － － － － － － － － － － － － － － －

35ｋｍ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

50ｋｍ ＊ ● ● ● ● － － － － － － － － － － － － － －

跳
躍

走高跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

棒高跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

走幅跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

三段跳 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

投
て
き

砲丸投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

円盤投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

ハンマー投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －

やり投 ＊ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － － － － － － －
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5　U20世界記録と U20日本記録，U18日本記録

2016年度の競技規則の改正において，年齢区分の表記が変更

となった。従来，「ジュニア」と呼ばれていたのがU20（アンダー

20），「ユース」と呼ばれていたものがU18（アンダー18）と表記さ

れるようになった。

TR3 によれば，U20は「競技会が行われる年の12月31日現在で

18歳あるいは19歳の競技者」，U18は「競技会が行われる年の12

月31日現在で16歳あるいは17歳の競技者」と定義づけられている。

このことから U20世界記録の対象となるのは，競技会が行われ

た年に満18歳か満19歳の競技者ということになる。

一方，U20日本記録に関しては，若干注意が必要である。競技

会が行われた年に満18歳か満19歳かという点については同じであ

るが，TR3.1〔国内〕にあるように「国内のU18，U20競技会では

年齢区分の下限は設けない」ことから，満18歳未満の競技者がマー

クした記録であってもU20日本記録として認められている。

もうひとつ U20日本記録に関して注意することがある。日本に

おいては4月1日現在の年齢で学齢が定められているのが通常で

あるため，U20に相当するかどうかは学年のみでは判断できない

（U18についても同様）。大学2年生でも，場合によっては U20に

相当する競技者も存在する。そのため，記録が出そうな競技会では，

競技者の生年月日のチェックも重要な主催者の職務となってくる。

TR3においてU18の定義がされているが，CR31において「U18 

世界記録」というものは設定されていない。しかしWAのウェブサ

イト上では，U18 世界最高記録（U18-World Best Performance）が

紹介されている。

日本においては，2017年度より「U18日本記録」が制定された。

日本においては U18陸上競技大会が開催されているためであり，

過去に対象年齢の競技者がマークした記録を調べて設定したもので

ある。

U18陸上競技大会の種目の設定にあたっては，ハードルの規格， 

投てき物の規格等で「日本記録」や「U20日本記録」と異なるもの

がある。対象競技者の中には，U18日本記録で設定規格よりも厳

しい規格（より高いハードルやより重い投てき物）で，よい記録を
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マークしている場合がある。設定されている規格よりも条件の厳し

い規格でマークされたものについては，それをU18日本記録とし

て認定している。

6　世界記録，日本記録が認められるための要件

公認競技会において，日本記録または世界記録を上回る記録が 

マークされたとする。公認競技会でマークされた公認記録であるか

ら，直ちに日本記録または世界記録として公認されるかというと， 

そうではない。

その記録が日本記録または世界記録として正式に認められるため

には，日本記録または世界記録としての要件を満たす必要がある。

それについては CR31及び CR36に規定されており，これをまと

めたのが次ページの表である。

各種目に該当する要件をすべて満たしていることが認定されたと

きに，はじめて世界記録，日本記録として公認されるのである。

逆に言えば，従前の世界記録または日本記録を上回り，公認記録

として認められているにもかかわらず，世界記録もしくは日本記録

とならない場合があるのは，これらの要件のうち１つでも満たされ

ていないものがあるためだと，ご理解いただきたい。

なおエリア記録（アジア記録）が認められるための要件は，世界

記録が認められるための要件と同じである。

（付録：世界記録，日本記録が認められるための要件参照）
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＜世界記録・アジア記録・日本記録が公認されるための要件＞
※�世界記録・アジア記録はワールドランキングコンペティションで達成された
記録であること (TR11.1〔国際〕)
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※ロードレースの途中計時については，記録が認められることがあるので，CR31.20.5，CR31.21.6を確認のこと。

＊国外で日本記録「（U20･U18	を含む）日本室内記録（U20･U18	を含む）」を上回るか同等の成績を記録した場合には，陸連事務
局に即時連絡すること。
＊国外に遠征する場合には，登録証明書海外用を事前に作成し遠征先に提出しておくと，記録証明などを入手し易い（記録用紙類
参照）。

追風参考記録は公認記録か否か

「200ｍ以下のトラック競技，及び走幅跳，三段跳で2ｍを

越える追風が吹いている場合，その記録は追風参考記録となる」

というのは陸上競技において，かなり一般的なものと理解され

ている。

では，その競技規則上の根拠条文はどこにあるのだろうか。

これについては CR31.14.3, CR31.17.2がそれに相当すると考

えられている。

CR31.14.3では，「200ｍ以下の屋外記録は，（中略）風速の

報告が必要である。平均秒速2ｍを超える風力が走る方向へ吹

いたと測定された場合，記録は認定されない」となっている。

問題は，下線を引いた「記録」が何を指すかである。CR31は「世

界記録」を扱っている条文である。とすると，この記録は記録

一般のことではなく，世界記録を上回った記録と解釈されるの

ではないだろうか。そのような記録は追風が2ｍを超える場合

には世界記録としては認定されないのである。

追風が2ｍを超えた場合，世界記録（〔国内〕CR37 日本記録）

として認定されないことは条文上確認できたが，はたして公認

記録としては扱われないのであろうか。

世界記録や日本記録の延長線上で考えると，高校記録，中学

記録，そして大会記録等としては認定できないし，追風参考記

録をもって他の競技会の資格記録とすることもできないであろ

う。

しかし，公認競技会でマークされた記録は原則として公認記

録である。もし追風参考記録を非公認記録とすると，不都合な

問題が生じる。

記録で次のラウンドの進出者を決定する場合や，タイムレー

スで順位を決定する場合，風については考慮していない。追風

参考記録であっても，タイムのよい者が次ラウンドに進出した

り，上位の順位となる。追風参考記録が非公認記録とすると， 

公認記録と非公認記録が比較されるということになり，追風参
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考記録の方が記録がよければ非公認記録の方が順位が上になる

ということで，公認競技会の中で矛盾が生じることになる。こ

れは走幅跳の TOP8の決定や，順位決定についても同様であ

る。

このように考えていくと，2ｍを超える追風のもとでマーク

された記録については，公認記録ではあるけれども，追風参考

記録として，各種の歴代最高記録（世界記録，日本記録，大会

記録等），ランキング記録，そして他の競技会参加のための資

格記録とすることはできない。このような解釈をするのが妥当

ではないだろうか。

道路競走競技会における留意点

公認記録の扱い

　道路競走競技会においては，公認競技会で登録者と未登録 

者が混在して競技を行うことが認められている。しかしながら

当然その中で本連盟登録会員の記録のみが公認記録となる。道

路競走競技会においては，グロスタイム（スタートの号砲 から

フィニッシュまでの時間）とネットタイム（スタートライ ンを

通過した時からフィニッシュまでの時間）が表示されることが

よくあるが，公認記録となるのはグロスタイムのみである。一

方で，大規模大会ではスタート位置によって大幅にタイムが異

なることから，世界的には，エリートを除く一般ランナーに対

してネットタイムを大会の正式タイムとして採用するレースが

増えている状況である。

　技術的にグロスタイムとネットタイムの両方計測することが

可能であることから，公認記録としてはグロスタイムを適用す

るが，主催者の判断でネットタイムを各大会への参加資格記録

として認めたり，エリートを除く一般ランナーの表彰に利用す

る等，有効活用しても構わない。

ウェーブスタートの実施

　日本国内では一斉スタートが主流のスタート方式であるが，
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大規模大会における一斉スタートの問題点として，特に速度の

異なるランナーが一斉にスタートすることによる転倒事故の危

険性や，スタート直後の混雑によるタイムロスを挽回する為に

一般ランナーが無理なペースで走ることで，怪我や心肺停止等

のリスクを高める等の問題が挙げられる。海外ではニューヨー

クシティマラソンやボストンマラソンは参加者を何組かに分

け，時間をずらしながら出走させるスタート方式であるウェー

ブスタート（時差スタート）を採用しており，国内において

も本方式による運営を認めている。また，記録については，

ウェーブごとにグロスタイムとネットタイムを計測することと

する。
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記録公認申請の方法
国内で行われる各種競技会の記録公認は，原則として日本陸上 

競技連盟（以下，「本連盟」という。）が行う。また，本連盟はすべて

の記録を保管する義務を有するので，加盟団体，協力団体が主催す

る競技会の記録は，本連盟に対して公認申請をする必要がある。

本連盟が主催する競技会及び日本実業団陸上競技連合（以下，「日

本実業団」という。）並びに日本学生陸上競技連合（以下，「日本学

連」という。）が主催する競技会のように，即時公認記録となる場合

でも，公認申請が必要となる。

主管となる加盟団体あるいは協力団体は，すべての記録を競技会

終了後定められた期日内に本連盟へ提出しなくてはならない。

1　記録公認の申請

⑴　加盟団体，協力団体等が主催する場合

競技会終了後速やかに，競技会記録公認申請書及び正誤訂正済み

のプログラム等を添えて本連盟競技運営委員会に申請する。

（紙媒体で申請する場合）

① 提出書類（トラック＆フィールド）

競技会で行った種目により⒜，⒝及び⒞～⒣の必要な記録 

表を添付して申請する。なお，記録表等は本連盟システム及び

パソコン等で印刷したものでも構わない。

　⒜　競技会記録公認申請書（JAAF-28）

　⒝　プログラム（正誤修正済み）

　⒞　トラック競技（予選・準決勝・決勝）記録表（JAAF-11）

　⒟　リレー種目　（予選・準決勝・決勝）記録表（JAAF-12）

　⒠　走高跳・棒高跳記録表（JAAF-13）

　⒡　走幅跳・三段跳記録表（JAAF-14） 

　⒢　投てき種目記録表砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投　

　　　　（JAAF-16）

　⒣　混成競技記録得点表 （JAAF-15）

②　提出書類（道路競技）

マラソン・競歩競技など各種ロードレース等については，公
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認コース等条件を満たしたもの。

　⒜　競技会記録公認申請書（JAAF-28）

　⒝　プログラム（正誤修正済み）

　⒞　道路競技成績記録表 （JAAF-10）

③　提出先

　　日本陸上競技連盟 競技運営委員会　

　　（陸上競技マガジン編集部内）

　

（電子申請の場合）

本連盟競技運営委員会より指示を受けたシステムで申請を行う。

提出書類については，紙媒体の場合と変更はないが，競技会記録公

認申請書（JAAF-28）の公印は省略して良いものとする。

⑵　公認申請の際の留意点

１　 記録用紙は本連盟が定めている様式を参考にする

（CR25〔国内〕参照）。

２　 出場した競技者の登録陸協が複数の都道府県にまたがる

場合は，所属欄に登録陸協名を記入する。

３　 大学生については，出身高校の所在する都道府県に登録

していることが多いので，必ず記入すること。また，同

じ所属名でありながら，登録陸協の異なる場合があるの

で注意する。

４　 風の関係する種目の「風力」や2 日以上に渡る競技会で

は各種目の実施日等の記入を忘れないこと。

５　 ハードルの高さや投てき物の重さを必ず記入する。

６　 外国で出された記録に関しては，本人またはその所属す

るチーム担当者が当該種目の記録表または写しを提出す

る。

2　日本新（タイ）記録の申請

（日本記録・室内日本記録・U20日本記録・U20室内日本記録・

U18 日本記録・U18室内日本記録）

日本新（タイ）記録の申請は記録公認申請と同様，本連盟主催大

会では，記録は即時公認される。加盟団体，協力団体等が主催する
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大会で，日本記録と同じか上回る記録が出た場合は，トラック&

フィールド及び道路競技は日本記録・日本タイ記録申請書（JAAF-

30）で申請する必要がある。

⑴　本連盟が主催する競技会，日本実業団並びに日本学連の主催す

る競技会の場合

①　記録は即時公認となる取扱いは次の通りとする。

　⒜ 　同じラウンドでは，従来の日本記録を基準としてその記録

と同じか上回るすべての記録が日本記録となる。

　⒝ 　前のラウンドで新たに複数の日本記録が出た場合は，その

記録の中で最高のものが日本記録となっているので，次のラ

ウンドではその記録と同じか上回る記録のみが日本記録とな

る。

　※　 この場合のラウンドとはトラック，フィールド共に，予選・

決勝などの各々をさす。

② 　日本実業団，日本学連はその主催する競技会で日本記録が出

た時は直ちに本連盟に通知し，その後速やかに必要書類（下記

⑵と同じ）を提出する。

⑵　前記⑴以外の競技会の場合

①　競技会終了後当該加盟団体が速やかに下記の書類を添付し

て，本連盟に日本記録公認を申請する（〔国内〕CR37 日本記録

参照）。

・  日本記録・日本タイ記録申請書（JAAF-30）

・ 競技会プログラム（訂正済みのもの）

・ 当該種目の全記録表（予選から決勝までの全記録）

・ トラック競技で写真判定装置が使用された場合は，その判定

写真。

②　国外の競技会の場合は，本人またはその所属するチーム担当

者が当該種目の記録表または写しと，主催者発行の記録証明書

を提出する。

⑶　提出先

　日本陸上競技連盟 競技運営委員会 （本連盟事務局）

⑷　申請にあたっての留意点

１　 競技会時の最新の日本記録を基準に，その記録と同じか上
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回った記録のすべてを日本記録として申請する。

２　 同じ競技会で同一人が同種目で複数回樹立した場合もラウ

ンドが異なっていればすべて申請する。

３　 U20・U18日本新（タイ）記録申請については，競技者の

生年月日を必ず記入すること（TR3.1,TR3.2参照）。

４　 800mまでの日本記録は本連盟承認の写真判定装置によっ

て記録された時間だけが申請できる（CR31.14.2参照）。

５　 日本記録（オリンピック種目のみ，U20・U18・室内は含

まない）が樹立された場合，ドーピング検査を24 時間以

内に受ける必要がある。主催者は本連盟事務局員にただち

に電話連絡を行い，ドーピング検査の実施方法について確

認する。

　　（医師：「競技会ドーピング検査（ICT）の手順参照」）

3　申請の流れ

記録公認申請・日本記録申請の方法は，以下⑴⑵のように大会主

管団体により異なるので注意を要する。各々競技会終了後，速やか

に送付すること。

⑴　47加盟団体，協力団体，加入団体（郡市町村陸協等）

記録公認申請書は，大会を主管した団体が記録公認申請書を必

要部数作成して，本連盟に1通と都道府県陸協に控え１通を残す

こと。また，加入団体等が主管した場合は，本連盟と都道府県陸

協に各1通を提出し，主管団体に控え1通を残すこと。

都道府県陸協主管

①　加盟団体・協力団体

②　加入団体等

都道府県陸協

日本陸連

日本陸連大会主管

控え1通

1通

1通

控え1通



52

⑵　日本学生陸上競技連合

日本学生陸上競技連合加盟校競技者は，出身中学校所在地，出

身高等学校所在地の 都道府県，大学所在地の都道府県または，

居住地の都道府県のうち，いずれか１つに登録する3つの方法が

あることから各種大会を主管した大学は記録公認用申請書を必要

部数作成し日本陸連，日本学連，地区学連に提出する。

地区学連は，日本学連に2部提出する。また，学生が登録する

都道府県陸協に登録競技者分を提出する。

日本学連は申請書を確認し2部のうち1部を本連盟に提出する。

4　ワールドランキング対象競技会制度

WAは東京2020大会より，世界選手権やオリンピックの出場枠

は，参加標準記録に加え，ワールドランキングにもとづき出場資格

を与えている。標準記録の設定は近年，著しく高くなっており，ワー

ルドランキングで出場資格を得る競技者は全体の約半数を占めるこ

とが想定されている。

2023年よりWAはWorld Ranking Competitions（以下，WRk

対象競技会）制度を導入した。記録をワールドランキングや世界大

会に向けた標準記録の対象とするには，国際競技規則に準じた競技

会で，遅くとも大会開催60日前までにWAによるオンライン認証

を受け，記録は競技終了24時間以内にWAに提出することが必要

となった。

U20世界選手権やユニバーシティゲームズの参加標準記録も

WRk対象競技会の記録が必要。国内では地域，地区，ブロック

大会以上をWRk対象競技会の申請必須と位置付けているが，都
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道府県選手権や記録会等でも要件を満たしていれば申請は可

能。世界大会を狙える競技者が出場を予定している，またはそのよ

うな競技者の出場を促したい主催者はWRk対象競技会申請の検討

をお願いしたい。

　競技会運営上や記録申請上の留意点，申請にかかる費用につい

ては今後も随時改訂が見込まれるため，詳細は本連盟ウェブサイト

に掲載している。
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	4章_ハンドブック_247-332
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	10章_広告_ハンドブック_484-493
	10章_広告_ハンドブック_494-502
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